
　

8
月
30
日
㈰
、午
前
７
時
～

午
後
８
時
ま
で
、町
内
11
投
票

所（
表
①
参
照
）で
一
斉
に
行
な

わ
れ
ま
す
。

　

入
場
券
に
記
載
さ
れ
て
い
る

投
票
所
に
て
、投
票
用
紙
の
交

付
を
受
け
て
か
ら
、投
票
用
紙

に
候
補
者
名
等
を
記
入
し
て
投

票
し
ま
す
。必
要
な
方
に
つ
い

て
は
、代
理
投
票
、点
字
投
票
の

制
度
も
あ
り
ま
す
の
で
、各
投

票
所
に
て
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

　

入
場
券
は
世
帯
ご
と
に
郵
送

さ
れ
ま
す
。点
字
シ
ー
ル
を
貼

付
し
た
投
票
所
入
場
券
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、あ
ら
か
じ
め
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。入
場
券
を
紛

失
さ
れ
た
場
合
は
、投
票
当
日
、

投
票
所
の
受
付
係
に
お
申
し
出

く
だ
さ
い
。

　

投
票
日
当
日
に
、投
票
所
へ

行
く
こ
と
が
で
き
な
い
方
は
、

投
票
日
前
に「
期
日
前
投
票
」及

び「
不
在
者
投
票
」を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

◆
投
票
期
間

　

8
月
19
日
㈬
～
29
日
㈯

※
国
民
審
査
の
投
票
は
、8

　

月
23
日
㈰
か
ら
始
ま
り
ま

　

す
。

　

期
日
前
投
票

投
票
所
…
上
里
町
役
場
１
階

　
　
　
　

町
民
ホ
ー
ル

持
参
す
る
も
の
…
入
場
券

　

不
在
者
投
票

①
指
定
施
設
で
投
票
を
す
る
方
法

　

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員

会
が
指
定
し
た
病
院
や
老
人

ホ
ー
ム
な
ど
に
入
院
、入
所
し

て
い
る
方
は
、そ
の
施
設
内
で

投
票
で
き
ま
す
。

②
滞
在
地
で
投
票
を
す
る
方
法

　

町
外
の
滞
在
が
長
期
に
わ
た

る
場
合
は
、上
里
町
選
挙
管
理

委
員
会
に
投
票
用
紙
を
請
求
し
、

最
寄
り
の
市
町
村
の
選
挙
管
理

委
員
会
で
投
票
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

③
郵
便
等
で
投
票
を
す
る
方
法

　

身
体
障
害
者
手
帳
・
戦
傷
病

者
手
帳
・
介
護
保
険
の
被
保
険

者
証
を
有
し
、表
②
に
該
当
す

る
方
は
郵
便
に
よ
る
不
在
者
投

票
が
で
き
ま
す
。

　

対
象
に
な
る
方
の
う
ち
、自
ら

投
票
の
記
載
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
者
と
定
め
ら
れ
た
一
定

の
基
準
に
該
当
す
る
方
は
、あ
ら

か
じ
め
町
の
選
挙
管
理
委
員
会

に
届
け
出
た
代
理
人
に
記
載
を

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
手
続
き
に
は
時
間
が
か
か
り

ま
す
の
で
お
早
め
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

表①
投票所 該当区域（行政区等）

第１ 賀美小体育館 黛・金久保上・内出・西金久保・
勝場一・勝場二・原一・原二

第２ 上里北中会議室 金久保下・金久保下東・天
神・真下・堀込

第３ 長幡保育園
宿・屋敷・東宮・十八軒四軒
家・中五明・南五明・寺西・新
堀・並木沖

第４ 長幡小体育館 下郷・宮・上郷・久保・西大御
堂・東大御堂南・東大御堂北

第５ 七本木小体育館 田中・石倉・丹蔵・岡・東堤・堀
之内・横町・阿保町・長浜町

第６ 上里町
女性センター

立野・立野南・上久城・中久
城・本郷一・本郷二・本郷三

第７ 上里東公民館 下久城・京塚・古新田

第８ 上里東小体育館 三田・三軒

第９ 上里町
コミュニティセンター

久保新田・四ツ谷・西原町
東・西原町西

第10 安盛保育園 一丁目・二丁目・三丁目・四丁
目・五丁目・東町東・東町西

第11 神保原小体育館 宮本町・八町河原・忍保

表②

身体障害者手帳

両下肢、体幹の障害又は移動機能の障害の程度が、１
級又は２級

心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程
度が、１級又は３級

免疫の障害の程度が、１級～３級

戦傷病者手帳
両下肢、体幹の障害の程度が、特別項症～第２項症

心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程
度が、特別項症～第３項症

介護保険被保険者証 要介護状態区分が要介護５

８
月
30
日
㈰
は

　
『
衆
議
院
議
員
総
選
挙
』

　
　
『
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
』の
投
票
日
で
す

【
公
示
日
】　

8
月
18
日
㈫

【
投
票
日
】　

8
月
30
日
㈰
、午
前
７
時
～
午
後
８
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
町
内
11
投
票
所
）

【
開　

票
】　

8
月
30
日
㈰
、午
後
９
時
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
里
町
役
場
４
階
大
会
議
室
）

投
票
に
つ
い
て

期
日
前
投
票
・
不
在

者
投
票
に
つ
い
て
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公
示
日
以
降
に
、候
補
者
の

氏
名
や
経
歴
、政
見
、写
真
等
を

掲
載
し
た
選
挙
公
報
を
新
聞
折

込
み
に
よ
り
配
布
し
ま
す
。

　

新
聞
未
購
読
の
方
等
は
、町

内
公
共
施
設（
役
場
・
各
公
民

館
・
女
性
セ
ン
タ
ー
）に
用
意
す

る
予
定
で
す
の
で
ご
利
用
く
だ

さ
い
。ま
た
、郵
送
希
望
の
方
は
、

事
前
に
上
里
町
選
挙
管
理
委
員

会
へ
電
話【
☎
35―

１
２
３
７
】

又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ【
33―

２
４
２
９
、

氏
名
・
住
所
・
電
話
番
号
・『
選
挙

公
報
郵
送
希
望
』と
明
記
の
う

え
】で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
次
回
選
挙
か
ら
は
申
込
不
要

　

で
郵
送
し
ま
す
。

　

◆
問
合
せ

　
　
　
　

上
里
町
選
挙
管
理
委
員
会【
☎
35―
１
２
３
７
】

『
選
挙
公
報
』は

新
聞
折
込
み
で

　

お
届
け
し
ま
す

神保原・本郷線
上里東小体育館

上里東公民館
上里東小学校

第８投票区（上里東小体育館）

関越自動車道

長

長幡小学校

幡保育園

至本庄

長幡公民館

長幡小体育館

第４投票区（長幡小体育館）

本庄・藤岡線至藤岡 コンビニ
・

諏訪神社

（上里町コミュニティセンター）

コンビニ・

上里町

第９投票区

コミュニティ
センター

ＮＴＴ

上里町役
場

七本木神社

町民体育館

上
越
新
幹
線

七本木小体育館

本庄・藤岡線

女性センター

七本木小学校

第５投票区（七本木小体育館）

至藤岡 至本庄

賀美小学校

賀美小体育館

第１投票区（賀美小体育館）

至高崎 至本庄国道17号

至高崎 至東京

郵便局

第10投票区（安盛保育園）

安
盛
寺

神保原駅
安盛保育園

・

七本木神社
町民体育館

上里町女性センター

本庄・藤岡線

七本木小学校

第６投票区（上里町女性センター）

上
越
新
幹
線

至藤岡 至本庄

ビデオ屋

至高崎 至東京ＪＲ高崎線

上里北中会議室

上里北中学校

水道課

第２投票区（上里北中会議室）

至高崎 至本庄国道17号

・

ショッピング
センター

隣保館神保原小体育館
第11投票区（神保原小体育館）

至高崎 至本庄国道17号

・

・

神保原小学校

アグリホール

上里東公民館

上里東小学校

第７投票区（上里東公民館）

関越自動車道

神保原・本郷線

長幡保育園

本庄・藤岡線

長幡公民館

長幡小学校

第３投票区（長幡保育園）

至藤岡 至本庄コンビニ・・

諏訪神社

投票所はこちらです
～各投票所案内図～

　各投票所までの詳しい地図
については、郵送される入場
券の封筒に記載されています。
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裁
定
請
求
書
が
届
い
た
ら

   

国
民
年
金
コ
ー
ナ
ー

№301

◆
送
付
時
期
と
送
付
物

●
受
給
資
格
が
あ
り（
納
付
済

期
間
等
が
25
年
以
上
）、60
歳

で
受
給
権
が
発
生
す
る
方
に
は
、

裁
定
請
求
書
と
裁
定
請
求
の
案

内
に
つ
い
て
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

が
送
付
さ
れ
ま
す
。60
歳
の
誕

生
日
の
前
日
以
降
に
手
続
き
を

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。

●
受
給
資
格
は
あ
る
が
、厚
生

年
金
加
入
期
間
が
12
か
月
未
満

の
た
め
、65
歳
で
受
給
権
が
発

生
す
る
方
に
は
、裁
定
請
求
の

案
内（
は
が
き
）が
送
付
さ
れ
ま

す
。

●
受
給
資
格
が
確
認
で
き
な
い

方
に
は
、加
入
期
間
や
受
給
要

件
を
記
載
し
た
裁
定
請
求
の
案

内（
は
が
き
）が
送
付
さ
れ
ま
す
。

●
受
給
資
格
が
あ
る
国
民
年

金
の
期
間
の
み
や
、厚
生
年
金

の
期
間
が
12
か
月
未
満
の
た
め
、

65
歳
で
受
給
権
が
発
生
す
る
方

に
は
裁
定
請
求
書
と
裁
定
請
求

の
案
内
に
つ
い
て
の
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
が
送
付
さ
れ
ま
す
。65

歳
の
誕
生
日
の
前
日
以
降
に
手

続
き
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

●
65
歳
前
に
既
に
受
給
権
が
あ

る
方
で
ま
だ
年
金
を
請
求
さ
れ

て
い
な
い
方
に
は
、裁
定
請
求

書
と
裁
定
請
求
の
案
内
に
つ
い

て
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
が
送
付
さ

れ
ま
す
。

税 務 通 信

認
定
長
期
優
良
住
宅
を
新
築
し
た
場
合
の

　
　
　
　
　

固
定
資
産
税
が
減
額
さ
れ
ま
す

◆
問
合
せ
…
税
務
課
資
産
税
係【
☎
35―

１
２
２
０（
直
）】

 

◆
対
象
と
な
る
住
宅
の
要
件

①
平
成
21
年
６
月
４
日
か
ら
平

成
22
年
３
月
31
日
ま
で
の
間

に
新
築
さ
れ
た
住
宅
で
あ
る

こ
と

②
認
定
長
期
優
良
住
宅
で
あ
る

こ
と

③
居
住
部
分
の
割
合
が
２
分
の

１
以
上
で
あ
る
こ
と

④
住
宅
部
分
の
床
面
積
が
50
平

方
メ
ー
ト
ル（
戸
建
以
外
の

貸
家
住
宅
に
あ
っ
て
は
40
平

方
メ
ー
ト
ル
）以
上
２
８
０

平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る

こ
と

 

◆
減
額
期
間
と
減
額
割
合

期
間
…
工
事
が
完
了
し
た
年
の

翌
年
度
か
ら
５
年
度
分（
中
高

　

認
定
長
期
優
良
住
宅
の
新
築
工
事
を
行
な
っ
た
場
合
の
固
定
資
産
税
の
減
額
制
度
が
創
設
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、平
成
21
年
６
月
４
日
か
ら
平
成
22
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
、認
定
長
期
優
良
住
宅
を
新
築
し
た

場
合
、翌
年
度
か
ら
５
年
度
分（
中
高
層
耐
火
建
築
物
は
７
年
度
分
）の
固
定
資
産
税
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

層
耐
火
建
築
物
は
７
年
度
分
）

割
合
…
新
築
し
た
家
屋
の
固
定

資
産
税
の
２
分
の
１
を
減
額

（
た
だ
し
、１
戸
当
た
り
１
２
０

平
方
メ
ー
ト
ル
ま
で
）

 

◆
申
告
方
法

　

新
築
さ
れ
た
日
か
ら
新
た
に

固
定
資
産
税
が
課
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
年
度
の
初
日
の
属
す
る

年
の
１
月
31
日
ま
で
に
、認
定

長
期
優
良
住
宅
に
係
る
固
定
資

産
税
減
額
申
告
書
に
、長
期
優

良
住
宅
の
認
定
通
知
書
等
の
写

し（「
長
期
優
良
住
宅
の
普
及

の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
工
規

則
」第
６
条
、第
９
条
又
は
第

13
条
に
規
定
す
る
通
知
書
の
写

し
）を
添
付
し
て
税
務
課
資
産

税
係
に
申
告

※
長
期
優
良
住
宅
の
認
定
基

準
、認
定
手
続
き
等
に
つ
い

て
は
、県
都
市
整
備
部
住
宅

課【
☎
０
４
８―

８
３
０―

５
５
７
】

 

◆
そ
の
他

　

そ
の
他
に
も
税
制
上
の
特
例

措
置
が
あ
り
ま
す
の
で
、お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
所
得
税
に
つ
い
て

本
庄
税
務
署

【
☎
22―

２
１
１
１
】

■
登
録
免
許
税
に
つ
い
て

さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
出
張
所

【
☎
22―

３
２
６
４
】

■
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て

本
庄
県
税
事
務
所

【
☎
22―

６
１
５
３
】

　

年
金
を
請
求
さ
れ
る
方
の
利
便
性
の
向
上
と
裁
定
請
求
漏
れ
を
防

ぐ
た
め
、「
老
齢
基
礎
年
金
」及
び「
老
齢
厚
生
年
金
」の
受
給
年
齢
を

迎
え
ら
れ
る
方
に
、社
会
保
険
庁
が
管
理
し
て
い
る
年
金
加
入
記
録

等
を
あ
ら
か
じ
め
印
字
し
た
年
金
の
裁
定
請
求
書
や
年
金
に
関
す
る

お
知
ら
せ（
は
が
き
）が
送
付
さ
れ
ま
す
。

◆
問
合
せ
…
社
会
保
険
庁
・
年
金
ダ
イ
ヤ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
☎
０
５
７
０―

０
５―

１
１
６
５
】

　
（
Ｉ
Ｐ
電
話
、Ｐ
Ｈ
Ｓ
か
ら
は【
☎
０
３―

６
７
０
０―

１
１
６
５
】）

60
歳
到
達
月
の
３
か
月
前

65
歳
到
達
月
の
３
か
月
前

広報かみさと  2009.8④



納 税 窓 口
夜間開庁・休日開庁の

お知らせ

◆８月の開庁日
　［夜間（午後９時まで）］
　８月５日㈬・17日㈪・25日㈫
　［休日（午前８時30分～正午）］
　８月９日㈰
※夜間は庁舎西入口（夜間入
　口）よりお入りください。

◆窓口・問合せ
　税務課収税係
　【☎35－１２２０（直）】

○税の納付は便利、確実な

  『口座振替』のご利用を！
○税は納期限内に納めましょう！

　

10
月
よ
り
住
民
税
の
年
金
か

ら
の
引
き
落
と
し（
特
別
徴
収

制
度
）が
始
ま
り
ま
す
。

　

現
在
、年
金
を
受
給
さ
れ
て

お
り
住
民
税
が
課
税
さ
れ
る
方

に
は
、年
４
回
、金
融
機
関
等
の

窓
口
に
出
向
き
住
民
税
を
納
め

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。こ
の

「
年
金
特
別
徴
収
制
度
」の
導
入

に
よ
り
、年
金
を
支
給
す
る
年

金
保
険
者（
社
会
保
険
庁
等
）が

住
民
税
を
年
金
か
ら
引
き
落
と

し
、町
へ
直
接
納
入
す
る
こ
と

と
な
る
た
め
、納
税
の
手
間
が

省
か
れ
ま
す
。

　

な
お
、「
特
別
徴
収
制
度
」の

導
入
は
、納
税
方
法
を
変
更
す

る
も
の
で
あ
り
、こ
の
制
度
に

よ
り
新
た
な
税
負
担
が
生
じ
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
対
象
者

　

４
月
１
日
現
在
、65
歳
以
上

の
年
金
受
給
者
の
う
ち
、住
民

税
が
課
税
さ
れ
る
方

◆
引
き
落
と
し
の
開
始
時
期

　

平
成
21
年
10
月
支
給
分
の
年

金
か
ら
引
き
落
と
し
開
始

◆
引
き
落
と
し
に
な
る
税
額

　

前
年
中
の
公
的
年
金
等
の
所

得
に
係
る
住
民
税
額

◆
次
の
場
合
は
年
金
特
別
徴
収

の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

①
老
齢
基
礎
年
金
等
の
給
付
金

額
が
年
間
18
万
円
未
満
の
方

②
公
的
年
金
等
以
外
の
所
得
に

係
る
住
民
税

③
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
か
ら

介
護
保
険
料
を
特
別
徴
収
さ

れ
て
い
る
方

④
死
亡
、転
出
等
の
異
動
が
生

じ
た
方

⑤
申
告
や
年
金
支
払
報
告
の
期

限
後
受
理
に
よ
り
年
金
所
得

額
等
に
変
更
が
生
じ
、税
額

が
変
更
に
な
る
方

※
社
会
保
険
庁
等
か
ら
町
に「
特

別
徴
収
依
頼
処
理
結
果
」で

「
特
別
徴
収
が
で
き
な
い
」と

通
知
さ
れ
た
方
に
は
、後
日
変

更
の
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

※
特
別
徴
収
対
象
者
の
要
件
を

満
た
す
場
合
は
、基
本
的
に

公
的
年
金
等
の
所
得
に
係
る

住
民
税
を
特
別
徴
収
の
方
法

以
外
で
納
付
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

　

65
歳
未
満
の
公
的
年
金
を
受

給
さ
れ
て
い
る
方
は
、公
的
年

金
等
の
所
得
に
対
す
る
住
民
税

は
普
通
徴
収（
納
付
書
や
口
座

振
替
で
の
納
税
）に
な
り
ま
す
。

※
こ
の
た
め
、昨
年
ま
で
住
民

税
が
給
与
か
ら
特
別
徴
収
さ

れ
て
い
た
方
で
あ
っ
て
も
、

公
的
年
金
等
の
所
得
に
係
る

住
民
税
は
普
通
徴
収
の
方
法

に
よ
っ
て
納
付
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

住
民
税
の
納
税
に
つ
い
て
口

座
引
き
落
と
し
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、納
税
通
知
書
に
記
載
さ

れ
て
い
る
金
融
機
関
の
窓
口
で

所
定
の
届
出
用
紙
に
必
要
事
項

を
記
載
の
う
え
、提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

◆
問
合
せ
…
税
務
課
住
民
税
係

【
☎
35―

１
２
２
０
内
１
１
３

２
、１
１
３
３
】

　

税
源
移
譲
で
所
得
税
が
減
り
、所
得
税
で
受
け
ら
れ
る
は
ず
の
住

宅
ロ
ー
ン
控
除
額
が
減
っ
て
し
ま
う
方
は
、こ
の
申
告
を
す
る
こ
と

に
よ
り
所
得
税
で
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
を
住

民
税
か
ら
控
除
し
ま
す
。

◆
対
象
者

　

平
成
11
年
～
18
年
末
ま
で
に

入
居
し
、既
に
所
得
税
の
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
て
い
る
方

で
、所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ

な
い
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
が
発

生
し
た
方

◆
申
告
書
の
取
得
場
所

　

役
場
税
務
課
住
民
税
係
⑩
番

窓
口
、又
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
申
請
書
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
」

◆
申
告
方
法

【
確
定
申
告
を
さ
れ
た
方
】

　

確
定
申
告
書
と
共
に
税
務
署

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。既
に

確
定
申
告
を
済
ま
し
て
い
る
が
、

住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
申

告
書
を
提
出
し
忘
れ
て
し
ま
っ

た
方
は
、確
定
申
告
書
の
控
え

と
認
め
印
を
持
参
の
う
え
、役

場
税
務
課
住
民
税
係
⑩
番
窓
口

へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

【
年
末
調
整
済
み
で
確
定
申
告

を
さ
れ
て
い
な
い
方
】

　

源
泉
徴
収
票
の
原
本
を
申
告

書
に
添
付
し
押
印
の
う
え
、役
場

税
務
課
住
民
税
係
⑩
番
窓
口
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。記
載
方
法

等
が
分
か
ら
な
い
場
合
は
、源
泉

徴
収
票
の
原
本
と
認
め
印
を
持

参
の
う
え
、来
庁
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
問
合
せ
…
税
務
課
住
民
税
係

【
☎
35―

１
２
２
０
内
１
１
３

２
、１
１
３
３
】

65
歳
以
上
の

　
　
　

年
金
受
給
者
の
方

65
歳
未
満
の

　
　
　

年
金
受
給
者
の
方

納
税
は
便
利
な
口
座
振
替
を

　
　
　
　
　

ご
利
用
く
だ
さ
い

公
的
年
金
等
の
所
得
に
係
る
住
民
税
の
納
付
方
法
が
変
わ
り
ま
し
た
！

住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
申
告
を
お
忘
れ
な
く
！

広報かみさと No.483⑤


